
千葉市
市民自治による
まちづくり条例

まちづくりの主役は

“わたしたち”です！

千葉市の

まちづくりの条例
が生まれ

変わりました！



千葉市
市民自治による
まちづくり条例

この条例って何？
どんな風に
この条例を作った
の？
この条例の構成は
？









●この条例は、「前文」と「5つのグループ」で構成されています。

条例の構成



第4条

市民の役割

第10条

市民の自立的な活動の推進

第17条

実施計画

第5条

町内自治会の役割

第11条

協働の推進

第18条

実施状況の公表

第6条

市民活動団体の役割

第12条

市民参加の手続

第19条

推進会議の設置

第22条

委　　任

第7条

地域運営委員会の役割

第13条

パブリックコメント手続の対象

第20条

所掌事務

第8条

事業者の役割

第14条

パブリックコメント手続の実施

第21条

組　　織

第9条

市の責務

第15条

附属機関の委員

第16条

市民の意向の把握

（第10条～第16条）（第4条～第9条） （第17条～第21条）

第4条から第9条では、

まちづくりにおける

市民の役割や市の責

務を主体ごとに定め

ています。

第17条から第21条では、市の

附属機関である「市民自治推進

会議」の設置や取り扱う事項、

組織について定めています。

第10条から第16条では、市民の自立的

な活動や協働の推進、市民参加手続に

関することなどについて定めています。

第22条では、規則への委任に

ついて定めています。

（第22条）


